
 

 

○  企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正

後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 を 加 え る 。 

改  正  後 改  正  前 

第二号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                   年 月 日 

【会社名】⑵                                

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】⑷                                  

【届出の対象とした募集（売出）金額】⑸                   

【安定操作に関する事項】⑹                         

【縦覧に供する場所】⑺          名称 

（所在地） 

第二号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                   年 月 日 

【会社名】⑵                                

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】⑷                                  

【届出の対象とした募集（売出）金額】⑸                   

【安定操作に関する事項】⑹                         

【縦覧に供する場所】⑺          名称 

（所在地） 

［第一部～第四部 略］ ［第一部～第四部 同左］ 

（記載上の注意） （記載上の注意） 

［⑴～(23) 略］ ［⑴～(23) 同左］ 

(23－2) 第三者割当の場合の特記事項 

第三者割当（第19条第２項第１号ヲに規定する第三者割当をいう。以下この様式において同じ。）の

方法により、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券（以下この様式において「株券等」という

。）の募集又は売出しを行う場合に記載すること。ただし、提出会社又は関係会社の役員（第２条の７

第１項第１号に規定する役員をいう。）、会計参与又は使用人であった者に対し、これらの者からその

在職中に受けた役務の提供の対価として交付される当該提出会社が発行者である株券又は新株予約権証

券の募集又は売出しを行う場合（第19条第２項第１号ヲ⑵又は⑶に掲げる方法に準じて行う場合に限る

。）は、この限りでない。なお、一定の日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主に対

して行われる株券等の募集又は売出しのうち、その発行の態様から、当該株券等を特定の株主が取得す

るものと考えられるもの（例えば、特定の株主のみが当該株券等の募集又は売出しに応じることになる

と考えられる発行価格その他の条件を設定しようとするもの）を行う場合には、当該募集又は売出しを

第三者割当の方法により行うものとみなして記載すること。 

(23－2) ［同左］ 

第三者割当（第19条第２項第１号ヲに規定する第三者割当をいう。以下この様式において同じ。）の

方法により、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券（以下この様式において「株券等」という

。）の募集又は売出しを行う場合に記載すること。なお、一定の日において株主名簿に記載され、又は

記録されている株主に対して行われる株券等の募集又は売出しのうち、その発行の態様から、当該株券

等を特定の株主が取得するものと考えられるもの（例えば、特定の株主のみが当該株券等の募集又は売

出しに応じることになると考えられる発行価格その他の条件を設定しようとするもの）を行う場合には

、当該募集又は売出しを第三者割当の方法により行うものとみなして記載すること。 

 

［(23－3)～(89) 略］ ［(23－3)～(89) 同左］ 

  

第二号の四様式 第二号の四様式 



 

 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                   年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                   年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第四部 略］ ［第一部～第四部 同左］ 

（記載上の注意） （記載上の注意） 

  次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。 

  なお、第９条第９号に掲げる場合には、本邦の金融商品取引所が株券をその売買のため上場することを

承認する前における当該株券の募集又は売出しの相手方を有価証券届出書（以下この様式において「届出

書」という。）の表紙に付記すること。 

  ［同左］ 

［⑴～(23) 略］ ［⑴～(23) 同左］ 

(24) 特別利害関係者等の株式等の移動状況 

［ａ・ｂ 略］ 

ｃ 「氏名又は名称」の欄には、法人である場合には、その代表者の氏名も記載すること。また、個人

所有者（大株主等（所有株式数の多い順に10番目以内となる株主又は法第27条の23第１項若しくは

第 27 条の 26 第４項の規定により大量保有報告書を提出すべき者をいう。以下この様式において同

じ。）を除く。）が提出会社又は関係会社の使用人又は使用人であった者である場合には、当該個人

所有者については記載を要しない。 

ｄ 個人所有者の住所の記載に当たっては、市町村（第 21 条第２項に規定する市町村をいう。(25)b(c)

及び(26)c において同じ。）までを記載しても差し支えない。なお、個人所有者（大株主等を除く。）

が次のいずれかに該当する場合には、当該個人所有者については記載を要しない。 

⒜ 提出会社又は関係会社の役員（第２条の７第１項第１号に規定する役員をいう。(25)b(c)並びに

(26)ｃ及びf(b)において同じ。）若しくは会計参与又はこれらの者であった者 

⒝ 提出会社又は関係会社の使用人又は使用人であった者 

［ｅ～ｊ 略］ 

(24) ［同左］ 

［ａ・ｂ 同左］ 

ｃ 「氏名又は名称」の欄には、法人である場合には、その代表者の氏名も記載すること。 

 

 

 

 

ｄ 個人所有者の住所の記載に当たっては、市町村（第 21 条第２項に規定する市町村をいう。(25)b(c)

及び(26)cにおいて同じ。）までを記載しても差し支えない。 

 

［加える。］ 

 

［加える。］ 

［ｅ～ｊ 同左］ 

(25) 第三者割当等の概況 

ａ ［略］ 

ｂ 取得者の概況 

⒜ ａの取得者について記載すること。なお、当該取得者（大株主等を除く。）が提出会社又は関係

(25) ［同左］ 

ａ ［同左］ 

ｂ ［同左］ 

⒜ ａの取得者について記載すること。なお、取得者（新株予約権証券（会社法第236条第１項第６



 

 

 

会社の使用人又は使用人であった者である場合には、当該取得者については記載を要しない。この

場合には、当該取得者の人数及び当該取得者の割当株数の総数を欄外に記載すること。 

 

 

 

⒝ ［略］ 

⒞ 個人所有者の住所の記載に当たっては、市町村までを記載しても差し支えない。なお、個人所有

者（大株主等を除く。）が提出会社又は関係会社の役員若しくは会計参与又はこれらの者であった

者である場合には、当該個人所有者については記載を要しない。 

⒟ 「取得者と提出会社との関係」の欄には、提出会社と取得者との間に出資関係、取引関係及び人

事関係等の関係がある場合には、その旨及びその内容を記載すること。 

なお、取得者が特別利害関係者等である場合には、その旨を記載すること。 

 

ｃ ［略］ 

号に掲げる事項が定められているものに限る。）を取得した者に限り、特別利害関係者等を除

く。）が提出者又はその被支配会社等（定義府令第６条第３項に規定する「被支配会社等」をい

う。）の使用人であって、当該取得者が取得した当該新株予約権証券の目的である株式の総数が

1,000 株以下である場合には、記載しないことができる。この場合には、当該取得者の人数及び当

該取得者の割当株数の総数を欄外に記載すること。 

⒝ ［同左］ 

⒞ 個人所有者の住所の記載に当たっては、市町村までを記載しても差し支えない。 

 

 

⒟ 「取得者と提出会社との関係」の欄には、提出会社と取得者との間に出資関係、取引関係及び人

事関係等の関係がある場合には、その旨及びその内容を記載すること。 

なお、取得者が特別利害関係者等又は提出会社の従業員である場合には、その旨を記載するこ

と。 

ｃ ［同左］  

(26) 株主の状況 

ａ ［略］ 

ｂ 所有株式数（他人（仮設人を含む。）名義のもの及び新株予約権の行使その他提出会社に対して新

株の発行を請求できる権利の行使により発行される可能性のあるものを含み、自己株式の数を除

く。）の多い順に 50名程度について記載し、会社法施行規則第 67条第１項の規定により議決権を有

しないこととなる株主については、その旨を付記すること。ただし、所有株式数が 1,000 株以下であ

る者については、所有株式数ごとに人数のみを記載しても差し支えない。また、当該記載を要する株

主（大株主等を除く。）が提出会社又は関係会社の使用人又は使用人であった者である場合には、当

該株主については「氏名又は名称」及び「住所」の欄の記載を要しない。 

 なお、会社が会社法第 108 条第１項各号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以

上の種類の株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めている

とき又は議決権の有無に差異があるときは、所有株式に係る議決権の個数の多い順に 10 名程度につ

いても併せて記載すること。 

ｃ 個人株主の住所の記載に当たっては、市町村までを記載しても差し支えない。なお、個人株主（大

株主等を除く。）が提出会社又は関係会社の役員若しくは会計参与又はこれらの者であった者である

場合には、当該株主については記載を要しない。 

［ｄ・ｅ 略］ 

ｆ 欄外には、株主が次のいずれかに該当する場合には、その旨及びその内容を記載すること。 

 

⒜ 特別利害関係者等 

⒝ 提出会社又は関係会社の役員又は会計参与であった者 

⒞ 提出会社又は関係会社の従業員又は従業員であった者 

ｇ ［略］ 

(26) ［同左］ 

ａ ［同左］ 

ｂ 所有株式数（他人（仮設人を含む。）名義のもの及び新株予約権の行使その他提出会社に対して新

株の発行を請求できる権利の行使により発行される可能性のあるものを含み、自己株式の数を除

く。）の多い順に50名程度について記載し、会社法施行規則第67条第１項の規定により議決権を有

しないこととなる株主については、その旨を付記すること。ただし、所有株式数が 1,000株以下であ

る者については、所有株式数ごとに人数のみを記載しても差し支えない。 

 

 

 なお、会社が会社法第 108条第１項各号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以

上の種類の株式を発行している場合であって、株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めている

とき又は議決権の有無に差異があるときは、所有株式に係る議決権の個数の多い順に 10 名程度につ

いても併せて記載すること。 

ｃ 個人株主の住所の記載に当たっては、市町村までを記載しても差し支えない。 

 

 

［ｄ・ｅ 同左］ 

ｆ 欄外には、株主が特別利害関係者等又は提出会社の従業員である場合には、その旨及びその内容を

記載すること。 

［加える。］ 

［加える。］ 

［加える。］ 

ｇ ［同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 


